
適正かつ合理的な土地利用の確保を図るための制度です。
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図る
ため、大規模な土地取引について届出制を設けています。

土地の取得者が2週間以内に市・区役所、町村役場へ届け出なければなりま
せん。
届出は、土地の取得者（買主）が行います。
契約（予約を含みます。）を締結した日を含めて2週間以内（たとえば、水曜日に契約を締結したら、翌々週の火曜日
まで）に、土地の所在する市・区役所、町村役場の国土利用計画法担当窓口に届け出てください。
※届出期間の最終日が行政機関の休日（土日、国民の休日、十二月二十九日～翌年一月三日）である場合には、特例として、休日の翌
日（次の開庁日）が期限となります。

※注視区域・監視区域に指定されている地域における土地取引の届出については、契約（予約を含みます。）の6週間前に届出が必要
です。詳しくは土地の所在する都道府県・政令市の国土利用計画法担当課または最寄りの市・区役所、町村役場へおたずね下さい。

一定面積以上の土地について売買などの取引を行った場合に、土地の利用目
的などについて届け出る必要があります。
届出の必要な土地取引については、一定面積以上 ※1の大規模な土地について、土地売買等の契約 ※2（対価の
授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約）を締結した場合に、届出が必要です。

届出事項については、（1）契約当事者の氏名・住所等、（2）契約締結年月日、（3）土地の所在および面積、（4）土地に
関する権利の種別および内容、（5）土地の利用目的、（6）土地に関する対価の額などです。
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届出をしないと法律で罰せられます。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

※1 一定面積以上の土地
イ） 市街化区域 : 2,000㎡以上
ロ） イを除く都市計画区域 : 5,000㎡以上
ハ） 都市計画区域以外の区域 : 10,000㎡以上
なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計
が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに
届出が必要です。

※2 土地売買等の契約
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地
上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受
益権の譲渡、地位譲渡　など
なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

届 出 制 度
ご存じでしたか？Q  A&

Q  A&

国土利用計画法の届出制度とは何ですか？

Q  A&

Q  A&届出の必要な土地取引と、届出事項について教えてください。

Q  A&

届出は誰が行うのですか？
また、届出はいつまでに、どこで行えばよいのですか？

届出をしないとどうなりますか？
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